
掲示期間７．２４－８．２ 

新潟市民病院駐車場管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和７年７月２４日 

新潟市病院事業管理者 大谷 哲也   

新潟市民病院管理規程第９号 

新潟市民病院駐車場管理規程の一部を改正する規程 

 新潟市民病院駐車場管理規程（平成２０年新潟市民病院管理規程第３２号）の一部を次

のように改正する。 

第１０条ただし書及び第１２条中「使用料規程」を「目的外使用料規程」に改める。  

第１３条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「地

方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の規定により準用される地方自

治法第２４３条の２第１項」に改める。  

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和７年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の日前において、この規程による改正前の新潟市民病院駐車場管理規

程第１３条の規定により収納の事務の委託を受けている者は、令和８年３月３１日まで

の間、なお従前の例により当該収納の事務を行うことができる。 


